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【平成２３年度 第６回理事会】

去る１月２０日(金)に平成２３年度第６回理事会を開催しました。(出席者：１２名)

【報告事項】

１．歳末たすけあい運動募金について

商工会役職員一同で２０，０６４円（前年度１６，２００円）募金いたしました。

   ２．みかさ共通商品券の販売及び回収状況について

      １月１６日現在での状況を報告した。（販売 12,047 千円、回収 9,730 千円）

   ３．三笠市未来創造会議委員の推薦依頼について

      任期満了となったことから、渡辺博人副会長、太田芳美氏を推薦した。

【審議事項】

１．商工会会員加入について

【その他】

１．中央公園イルミネーションイベント開催について

※イベント開催は豪雪の影響により中止となった。（当初２月１０日、延期２月１７日）

   

    【 行事予定等 】        【総代会から総会へ】
≪３月≫                 

～決算（確定申告）指導

１２日（月） 　　　　　　　　　　 　  商工会

　５日（月） 道商工連等臨時総会

13:00～　　　 ﾎﾃﾙ札幌ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ

　９日（金） 管内商工会事務局長研修会

15:00～　　　　　　　  道商工連

１３日（火） 法人会会長・事務局長会議

12:30～　　　　　　岩見沢平安閣

１３日（火） 南空知商工会正副会長会議

16:00～　　 　　　　　 　由仁町

１６日（金） 管内商工会経営指導員研修会

15:00～　　　　　　　  道商工連

２６日（月） 第７回理事会

18:00～　　　　　　 　 　商工会

昨年６月の臨時総代会において、次回より総会

を最高意思決定機関ということで開催すること

となりました。

これまでの総代会では、あらかじめ選ばれた総

代により、会の事業報告や収支決算並びに次年度

事業計画や収支予算について審議・承認をいただ

いておりました。

これからは、会員の皆様に総会の招集通知並び

に議案書を配布させていただき、当日会場へ出席

いただくか、委任状をもっての出席をいただき、

権利を行使しなければならなくなりました。

次回総会を５月中旬に予定しており、すべての

会員が一堂に会す機会の場でもあり、親睦と連帯

の組織でもありますので、万障繰り合わせのうえ

出席いただければと存じます。

発行所

三笠市商工会

若草町４０５－９

℡ ２－２２４９

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://mikasa-mskk.web.infoseek.co.jp/

《 会員数動向 》

一般会員 定款会員 賛助会員 計
1月1日現在 217 19 3 239

3月1日現在 216 19 3 238

事業所名 代表者 所在地 業種 摘要

（株）プロセスレボ 杉渕好美 幸町１５番地 サービス業 一般会員
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≪みかさ共通商品券発行及び換金状況について≫

  昨年７月１日より発売開始したみかさ共通商品券について、平成２４年２月２９日現在での発行

並びに換金状況についてお知らせいたします。

発行状況

発行目的 発行金額（単位：円） 発行枚数（単位：枚）

幼稚園・保育所助成 １７，８０６，０００ １７，８０６

イ ベ ン ト 景 品 ４５４，０００ ４５４

個 人 販 売 他 ５９１，０００ ５９１

     合 計 １８，８５１，０００ １８，８５１

換金状況

換金金額（単位：円） 換金枚数（単位：枚） 割合（単位：％）

会員（２９事業所） ４，７６３，０００ ４，７６３ ３６．２

非会員（４事業所） ８，３８１，０００ ８，３８１ ６３．８

合計（３３事業所） １３，１４４，０００ １３，１４４ １００．０

  なお、加盟店数は２月２９日現在で９７事業所（会員：９３、非会員：４）となっており募集は

随時行っておりますので、加盟希望の方は商工会（２－２２４９）までご連絡願います。

《三笠市商工業活性化事業やる気応援補助金についてお知らせ》

平成 23 年度からの新たな事業として市内商工業者のために創設されました。

この補助金はやる気に満ちた市内企業に、経営基盤強化・商店主後継者対策・起業化促進対策・商店

街活性化対策・人材育成のそれぞれの経費に対して一部助成を市が行います。

つきましては、下記に応援メニューを一部掲載いたします。そのほかにもメニューがございますので

ご不明な点がございましたら、商工会までご連絡下さい。

事業名 事業内容 補助率
限度額

（千円）

経営

基盤

強化

経営施設拡張等助成事業

市内で業を営む者が、経営の向上に繋がるた

めの設備等に対する助成。

（ア）機器等設備等 （イ）施設改修費

（ウ）認証取得費（国際規格など）

(ｱ)3分の1以内

(ｲ)5分の1以内

(ｳ)5分の1以内

1,000

経営

基盤

強化

新商品・新サービスの

開発助成事業

市内で業を営む者が未開発の商品又は新サー

ビスの研究開発に対する助成。ただし、投資額

は 20 万円以上の事業であること

2 分の 1 以内   500

経営

基盤

強化

販路開拓助成事業

市内で業を営む者が販路拡大のために市外で

行う展示会などへの出展又は出店に対する助

成。ただし３０万円以上の事業であること。

3 分の 1 以内   200

商店

街活

性化

空き地空き店舗活用助成

市内の商業地域において、空き地に店舗

を新築して開業する場合又は空き店舗を

改修して開業する場合において必要な経

費に対する助成。（賃貸は賃貸料補助）

2 分の 1 以内 1,000

商店

街活

性化

広告宣伝費支援事業

市内で業を営む者が自社の新商品又は新サー

ビスなどの新たな取り組みを周知することを

目的とした広告宣伝費に対する助成。

2 分の 1 以内   300

人材育成 研修・試験等支援助成
先進企業、試験、研究機関、大学、中小企業

大学校等で 3 日以上の研修に対する助成。
3 分の 2 以内 100

  


